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資料編 

第１節 津山市環境基本条例 

平成１４年１２月２０日 

津山市条例第４１号 

改正 平成１８年１２月２０日条例第５０号 

平成２８年３月２３日条例第２２号 

平成２８年９月２１日条例第４２号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条～第８条） 

第２章 環境の保全等に関する施策の基本計画等（第９条～第１２条） 

第３章 環境の保全等に関する基本的施策（第１３条～第２６条） 

第４章 環境の保全等に関する施策の推進体制（第２７条～第２９条） 

第５章 環境政策審議会（第３０条～第３３条） 

第６章 雑則（第３４条） 

付則 

私たちのまち津山は，緑深く雄大な中国山地の裾野に位置し，吉井川や加茂川をはじめと

した多くの川が流れる豊かな自然に恵まれた歴史と文化の薫るまちです。 

私たちは，美しい緑と清らかな水の恵みを享受し，生活の営みを豊かにさせるとともに，

地域の伝統や文化を育み，産業を発展させてきました。しかし，その一方で，私たちの生活

にその利便性の向上をもたらしてきた資源やエネルギーの大量消費は，環境への負荷を増大

させ，さらに，近年の地球温暖化の進行は，あらゆる生命の源である地球全体の環境にも重

大な影響を及ぼし，人類共通の課題となっています。 

もとより私たちは，良好な環境の下で生活を営むことができる権利を有するとともに，恵

み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいく責務を負っています。それゆえ，私たちは，日

常生活等における活動が地域の環境，ひいては地球の環境に影響を与えていることを認識し，

自らの生活と社会のあり方を見直す必要があります。 

私たちは，このことを深く自覚し，全ての者がパートナーシップの下で協働して，あらゆ

る生命が豊かに育まれる持続可能な社会を実現するため，この条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，良好な環境の保全，再生及び形成（以下「環境の保全等」という。）

のための基本理念を定め，市，市民，事業者及び市民団体の責務を明らかにするとともに，

環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより，これに基づく施策を総

合的かつ計画的に推進し，もって良好な環境を確保し，持続可能な社会の実現及び地球環

境の保全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 良好な環境 現在及び将来の市民が健康を維持し，安心かつ安全で文化的な生活
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を営むことができる生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。），自然環境及び歴史文化環

境をいう。 

（２） 市民団体 町内会，ボランティア団体等公益の増進に寄与することを目的として，

主として市民又は事業者により組織された団体をいう。 

（３） パートナーシップ 市民，事業者，市民団体及び市がそれぞれの責任と役割の下

で，相互に支え合い，相乗効果をもたらす関係をいう。 

（４） 共育 学校，家庭，職場，地域等において，市民，事業者及び市民団体（以下「市

民等」という。）が対等な立場で相互に学び合い，共に生きる力と豊かな心を育むこと

をいう。 

（５） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって，環境の保全上の

支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

（６） 地球環境の保全 人の活動による気候変動，オゾン層の破壊の進行，海洋の汚染，

野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事

態に係る環境の保全であって，人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生

活の確保に寄与するものをいう。 

（７） 公害 環境の保全上の支障のうち，事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の状態が悪化す

ることを含む。），土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の

掘削によるものを除く。），悪臭等によって，人の健康又は生活環境に係る被害が生ず

ることをいう。 

（８） 再生可能エネルギー源 太陽光，風力，水力，地熱，バイオマス等自然界に存す

る永続的に利用することができると認められる非化石エネルギー源をいう。 

（９） 低炭素社会 温室効果ガス（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法

律第１１７号）第２条第３項に規定する温室効果ガスをいう。）の排出を抑制し，並び

にその吸収作用を保全し，及び強化した環境への負荷が少ない社会をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は，次の各号に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

（１） 全ての者の参画と環境優先の認識の下で，環境の保全上の支障が未然に防止され

るとともに，良好な環境が確保され，将来の世代に引き継がれること。 

（２） 大気，水，大地その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され，生物の

多様性が確保され，及び多様な自然環境が体系的に保全されることにより，自然と文化

の調和のとれた環境が実現されること。 

（３） 地域の風土，歴史，文化等をいかし，育てることにより，潤いと安らぎのある環

境が実現されること。 

（４） 環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図るとともに，循環型で持続可能な低

炭素社会が構築されること。 

（５） 地域社会のあらゆる場において，環境の保全等に関する共育や活動を通じて環境

についての理解を深めることにより，環境の保全等に資する人づくりが図られること。 

（６） 地球環境の保全が人類共通の課題であることを全ての者が深く認識し，それぞれ

の活動の場において，国際的な協調の下で積極的に推進されること。 

（市の責務） 

第４条 市は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，環境の保

全等に関する総合的かつ計画的な施策を策定し，実施しなければならない。 
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２ 市は，施策の策定及び実施に当たっては，環境への負荷の低減及び影響に配慮し，環境

の保全等に積極的に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，基本理念にのっとり，自らの行動によって良好な環境を損なうことのない

ようにするとともに，日常生活において資源の循環的な利用，エネルギーの有効利用，廃

棄物の減量等による環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，市民は，基本理念にのっとり，環境の保全等に関する活動（以

下「環境活動」という。）に積極的に取り組むように努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を行うに当たっては，良好な環境を

阻害することがないように公害を防止し，及び自然環境を適正に保全するために必要な措

置を講じなければならない。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，資源の循環的な利用，エネルギーの有効利用，廃棄物

の減量等により，環境への負荷の低減に努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか，事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動において，

環境活動に積極的に取り組むように努めなければならない。 

（市民団体の責務） 

第７条 市民団体は，基本理念にのっとり，環境への負荷の低減その他の環境活動に積極的

に取り組むように努めなければならない。 

２ 市民団体は，基本理念にのっとり，環境活動を積極的に推進するために，市民等の参画

並びに市民等への情報及び共育の機会の提供に努めなければならない。 

（各主体の協働） 

第８条 市，市民，事業者及び市民団体は，前４条に規定するそれぞれの責務を果たすため，

パートナーシップの下で協働して環境の保全等に関する施策及び環境活動を推進しなけ

ればならない。 

第２章 環境の保全等に関する施策の基本計画等 

（環境基本計画） 

第９条 市長は，環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，環境基本

計画を策定するものとする。 

２ 環境基本計画は，環境の保全等に関する長期的な目標，施策の方向及び指針その他の重

要事項を定めるものとする。 

３ 市長は，環境基本計画の策定に当たっては，市民等の参画又は協力が得られるように必

要な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は，環境基本計画を策定したときは，速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基本計画の進行管理） 

第１０条 市長は，環境基本計画の適切な進行管理を図るため，次の各号に掲げる事項に関

する文書を毎年作成し，これを公表するものとする。 

（１） 環境の保全等に関する施策を具体的かつ効果的に実施するための行動計画 

（２） 市域における環境の状況，環境の保全等に関する施策の実施状況及びその評価，

市民等の環境活動の実施状況及びその評価等に関する報告 

２ 市長は，前項の文書の作成に当たっては，市民等の参画又は協力が得られるように努め

るものとする。 

（地球温暖化対策地方公共団体実行計画） 
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第１１条 市長は，地球温暖化対策を推進するため，地球温暖化対策地方公共団体実行計画

（地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条第１項に規定する地方公共団体実行計画

であって，同条第２項各号及び第３項各号に掲げる事項について定めたものをいう。）を

策定するものとする。 

（環境基本計画との整合） 

第１２条 市長は，あらゆる施策を策定し，実施するに当たっては，環境基本計画との整合

を図るように努めるものとする。 

第３章 環境の保全等に関する基本的施策 

（規制の措置） 

第１３条 市は，公害その他の環境の保全上の支障を防止するため，必要な規制を講ずるも

のとする。 

（経済的措置） 

第１４条 市は，市民等が行う環境への負荷の低減に資する活動を促進するため，必要かつ

適正な経済的助成その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 市は，環境への負荷の低減を図るため，市民等に対し適正かつ公平な経済的負担を課す

ることについて調査及び研究を行い，必要があると認めるときは，その措置を講ずるもの

とする。 

（公共的施設の整備の推進等） 

第１５条 市は，環境の保全等を図るため，次の各号に掲げる公共的施設の整備を推進する

ものとする。 

（１） 下水道，廃棄物処理施設等環境の保全上の支障を防止するための施設 

（２） 公園，緑地等自然環境の適正な整備及び利用を図るための施設 

２ 前項に定めるもののほか，市は，公共及び民間の施設が人の健康及び環境に配慮して整

備されるよう推進するものとする。 

（自然環境の保全と再生） 

第１６条 市は，吉井川をはじめとする地域固有の河川，里山里地等の豊かな自然環境を保

全し，及び再生するため，人と自然が触れ合える機会の提供，地産地消による農林業をい

かした地域づくりの推進等に努めるものとする。 

（環境を大切にするまちづくりの推進） 

第１７条 市は，環境を大切にするまちづくりを推進するため，次世代に継承すべき歴史的

又は文化的な魅力あるまちなみの形成，公共交通機関の充実及び利用の促進，防災の充実

等が促進されるように努めるものとする。 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第１８条 市は，環境への負荷を低減するため，資源の循環的な利用，廃棄物の減量，グリ

ーン購入等が促進されるように努めるものとする。 

（低炭素社会の実現に向けた施策の推進） 

第１９条 市は，低炭素社会を実現するため，エネルギーの効率的な利用及び再生可能エネ

ルギー源の利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。 

（地球環境の保全の推進） 

第２０条 市は，地球環境を保全するため，国際的な協調の下で，国，他の地方公共団体そ

の他の関係機関等と連携し，地球環境の保全に資する施策の推進に努めるものとする。 

（調査等の実施及び監視等の体制整備） 

第２１条 市は，環境の保全等に資するため，次の各号に掲げる事項に関して必要な調査及

び研究を実施するものとする。 



- 95 - 

（１） 環境の状況の把握 

（２） 環境の変化の予測及び環境の変化による影響の予測 

（３） 前２号に掲げるもののほか，環境の保全等に関する施策の策定及び実施に必要と

認める事項 

２ 市は，環境の状況を的確に把握し，環境の保全等に関する施策を適正に実施するため，

必要な監視，測定，試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。 

（環境共育の推進） 

第２２条 市は，市民等が環境の保全等についての理解を深め，環境に配慮した生活及び事

業活動が推進されるように，環境保全等に関する共育の機会の提供，広報活動の充実その

他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（市民等の活動の支援） 

第２３条 市は，市民等が自発的に行う環境活動を促進するため，市民等が情報を交換し，

連携するための機会の提供その他の必要な支援を行うように努めるものとする。 

（情報の収集及び提供） 

第２４条 市は，環境の状況その他の環境の保全等に関する必要な情報を収集し，その情報

を市民等に適切に提供するものとする。 

（事業者の環境管理の促進） 

第２５条 市は，事業者自らが環境への負荷の低減について目標を定め，計画的に目標の達

成を図るための活動を推進し，その実施状況の点検及び評価並びに的確な環境の監査が行

えるように，助言その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第２６条 市は，環境の保全等に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

第４章 環境の保全等に関する施策の推進体制 

（市民等の意見の反映） 

第２７条 市は，環境の保全等に関する施策に市民等の意見を反映するため，市民等の意見

を聴く機会の提供に努めるものとする。 

（体制の整備等） 

第２８条 市は，その機関相互の緊密な連携を図り，環境の保全等に関する施策を積極的に

推進するため，必要な体制の整備に努めるものとする。 

２ 市は，環境の保全等に関する施策を市民等とのパートナーシップにより推進するため，

市民等による組織づくりの支援に努めるものとする。 

（国等との協力） 

第２９条 市は，広域的な取組を必要とする環境の保全等に関する施策について，国，県そ

の他の地方公共団体と協力して，その推進を図るものとする。 

第５章 環境政策審議会 

（設置及び所掌事務） 

第３０条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づき，津山市環境政策

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は，次に掲げる事項について，市長の諮問に応じて調査審議する。 

（１） 環境の保全等に関する施策の基本的事項 

（２） 前号に掲げるもののほか，環境の保全等に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３１条 審議会は，委員２０人以内をもって組織し，次の各号に掲げる者のうちから市長
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が委嘱し，又は任命する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 関係団体の代表者 

（４） 前３号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第３２条 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，

再任を妨げない。 

（運営） 

第３３条 前３条に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で

定める。 

第６章 雑則 

（委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１８年１２月２０日条例第５０号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１９年１月１日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される津山市環境政策審議会委員の任期

は，この条例による改正後の津山市環境基本条例第３１条の規定にかかわらず，平成２０

年９月３０日までとする。 

（津山市環境保全条例の一部改正） 

３ 津山市環境保全条例（昭和４９年津山市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５章 環境保全対策審議会（第３８条～第４１条）」を「第５章 削除」に

改める。 

第１８条第４項中「津山市環境保全対策審議会」を「津山市環境基本条例（平成１４年

津山市条例第４１号）に基づく津山市環境政策審議会」に改める。 

第５章を次のように改める。 

第５章 削除 

第３８条から第４１条まで 削除 

付 則（平成２８年３月２３日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（津山市環境保全条例の一部改正） 

２ 津山市環境保全条例（平成１９年津山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成２８年９月２１日条例第４２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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第２節 環境基準 

 

環境基本法第 16 条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上

で維持されることが望ましい基準（環境基準）」が定められています。 

ここでは、第 2 章第 2 節で記載した大気汚染、騒音、水質汚濁及びダイオキシン類に

係る環境基準について記載します。 

 

１．大気汚染に係る環境基準 

大気汚染に係る環境基準は、以下のとおり定められています。 

 

物  質 二酸化硫黄 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 
光化学 

オキシダント 

環境上の条件 

1 時間値の 1 日

平均値が

0.04ppm以下で

あり、かつ、 

1 時間値が

0.1ppm以下であ

ること。 

1 時間値の 1 日

平均値が 10ppm

以下であり、か

つ、1 時間値の 

8 時間平均値が

20ppm以下であ

ること。 

1 時間値の 1 日

平均値が

0.10mg/m3以下

であり、かつ、 

1 時間値が

0.20mg/m3以下

であること。 

1 時間値の 1 日

平均値が

0.04ppmから

0.06ppmまでの

ゾーン内又はそ

れ以下であるこ

と。 

1 時間値が 

0.06ppm以下で

あること。 

 

物  質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

環境上の条件 

1 年平均値が

0.003mg/m3以下であ

ること。 

1 年平均値が

0.13mg/m3以下であ

ること。 

1 年平均値が

0.2mg/m3以下である

こと。 

1 年平均値が

0.15mg/m3以下であ

ること。 

 

物  質 微小粒子状物質 

環境上の条件 
1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、 

1 日平均値が 35μg/m3以下であること。 
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２．騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準には、「一般地域」、「道路に面する地域」及び「幹線交通を担う

道路に近接する空間」にそれぞれ適用される基準値があり、その場所の用途地域の指定

状況に応じた基準値が適用されます。「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、高

速自動車国道、一般国道、主要地方道、都道府県道及び 4 車線以上の市町村道において、

2 車線以下の場合は道路端から 15mの範囲、3 車線以上の場合は道路端から 20mの範囲を

指します。 

環境基準値は「等価騒音レベル（変動騒音を、ある一定時間のエネルギー的な平均値

として表した騒音レベル）」としての値で、「デシベル」は「dB」とも表示されます。 

 

ア）一般地域 

地域の類型 

基   準   値 

昼   間 

（午前 6 時～午後 10 時） 

夜   間 

（午後 10 時～午前 6 時） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

 

イ）道路に面する地域 

地域の類型 車線 
基   準   値 

昼   間 夜   間 

A 2 車線以上 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 2 車線以上 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

C 1 車線以上 

〔注〕1 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して 

     設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 

   2 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

   3 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

   4 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用 

     に供される地域とする。 

 なお、道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として 

次表の基準値を適用する。 

昼   間 夜   間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間は 45 デシベル以下、夜間は 40 デシベル以下）

によることができる。 
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３．水質汚濁に係る環境基準 

水質汚濁に係る環境基準には、「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の

保全に関する環境基準」があり、前者はすべての公共用水域に基準値が適用されますが、

後者は水域ごとに類型が指定された上で基準値が適用されます。また、すべての地下水

について「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値（大部分の項目が、人の健康の

保護に関する環境基準値と同じ）が適用されます。 

生活環境の保全に関する環境基準については、河川、湖沼（天然湖沼及び貯水量が

1,000万m3以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)及び海域の別に、

基準値が設定されていますが、ここでは河川について記載します。 

 

１ 人の健康の保護に関する環境基準 

項   目 
「人の健康の保護に関する

環境基準」の基準値 

「地下水の水質汚濁に係る

環境基準」の基準値 

カドミウム 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 

全シアン 検出されないこと 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

六価クロム 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下 

砒素 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下 

アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 

四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 

クロロエチレン － 0.002mg/L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 0.004mg/L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 － 

1,2-ジクロロエチレン － 0.04mg/L以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 1mg/L以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 

チウラム 0.006mg/L以下 0.006mg/L以下 

シマジン 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 

ベンゼン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

セレン 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 10mg/L以下 

ふっ素 0.8mg/L以下 0.8mg/L以下 

ほう素 1mg/L以下 1mg/L以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下 

〔注〕人の健康の保護に関する環境基準値と地下水の水質汚濁に係る環境基準値を併記した。 



- 100 - 

２ 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

ア 

項目 
 

 
 

類型 

利用目的の適応性 

基    準     値 

水素イオン 

濃度（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水道 1 級 

自然環境保全及び 

A以下の欄に 

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 

50MPN/100mL 

以下 

A 

水道 2 級 

水産 1 級 

水浴及びB以下の 

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 

1,000MPN/100mL

以下 

B 

水道 3 級 

水産 2 級 

及びC以下の欄に 

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 

5,000MPN/100mL

以下 

C 

水産 3 級 

工業用水 1 級 

及びD以下の欄に 

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 － 

D 

工業用水 2 級 

農業用水 

及びEの欄に 

掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 － 

E 
工業用水 3 級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L以下 

ごみ等の浮遊 

が認められな 

いこと 

2mg/L以上 － 

〔注〕1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2 水道 1 級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3 水産 1 級  ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級  ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

4 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5 環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 イ 
 
 項目 
 
 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値  

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキルベ
ンゼンスルホン
酸及びその塩 

 

生物A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水

生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 
 

生物特A 

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水

生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下 

 

生物B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物

及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下 

 

 
 
生物特B 

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下 
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４．ダイオキシン類に係る環境基準 

ダイオキシン類に係る環境基準は、以下のとおり定められています。 

 

項  目 大   気 水質及び水底の底質 土   壌 

基準値 
0.6pg-TEQ/m3以下 水質：1pg-TEQ/L以下 

底質：150pg-TEQ/g以下 

1,000pg-TEQ/g以下 

備考 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

2 大気及び水質（水底の底質は除く。）の基準は、年間平均値とする。 

3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 

250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 
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第３節 市民意識調査の結果詳細 

 

市民意識調査（アンケート調査）の設問内容は、以下のとおりです。 

■問 1：回答者の属性（性別、年齢、居住地域、津山市での居住年数、職業、通勤・

通学の主な交通手段） 

■問 2：地域の環境の現状について 

■問 3：関心のある環境問題について 

■問 4：家庭での環境にやさしい行動の実行状況について 

■問 5：地域の環境保全活動や環境学習などへの参加経験・今後の参加意向について 

■問 6：家庭での再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備などの利用状況について 

■問 7：津山市の環境に関する補助金の認知度・活用経験について 

■問 8：第 2 次計画の認知度について 

■問 9：COOL CHOICEの認知度について 

■問 10：カーボンオフセット商品の認知度について 

■問 11：環境情報の発信方法について 

■問 12：重点的に今後進めるべき取り組みについて 

■問 13：津山市の将来像について 

■問 14：津山市の環境保全に関する施策や地域の環境問題などへの意見・要望（自由

意見） 

 

各設問の調査結果を、次ページ以降に記載しました。なお、グラフの左下の「n」は

回答者数を示します。 
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市民意識調査結果（その1） 

設問 

番号 
調査結果 

問 1 【設問項目：回答者の属性】 

①性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③居住地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧津山地域
(660)
81.0%

加茂地域
(33)
4.0%

阿波地域
(8)
1.0%

勝北地域
(56)
6.9%

久米地域
(46)
5.6%

無回答
(12)
1.5%

n = 815

男性
(371)
45.5%

女性
(427)
52.4%

無回答
(17)
2.1%

n = 815

20歳未満

(18)
2.2%

20～29歳
(54)
6.6%

30～39歳
(88)
10.8%

40～49歳
(113)
13.9%

50～59歳
(108)
13.3%

60～69歳
(163)
20.0%

70歳以上
(264)
32.4%

無回答
(7)
0.9%

n = 815
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徒歩または

自転車
(70)
8.6%

公共交通（鉄

道やバス）
(13)
1.6%

送迎バス
(3)
0.4%

マイカー
(447)
54.8%

通勤・通学し

ていない
(178)
21.8%

その他
(24)
2.9%

無回答
(80)
9.8%

n = 815

市民意識調査結果（その2） 

設問

番号 
調査結果 

問 1 ④津山市での居住年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥通勤・通学の主な交通手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1年未満
(7)
0.9%

1～4年
(28)
3.4%

5～9年
(37)
4.5%

10～19年
(89)
10.9%

20年以上
(647)
79.4%

無回答
(7)
0.9%

n = 815

農林水産業
(36)
4.4%

自営業（商工

業・サービス業）
(55)
6.7%

会社員・団体

職員
(230)
28.2%

公務員
(54)
6.6%

パートや

アルバイト
(85)
10.4%

学生
(25)
3.1%

家事専業
(96)
11.8%

無職
(197)
24.2%

その他

(30)
3.7%

無回答
(7)
0.9%

n = 815
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市民意識調査結果（その3） 

設問

番号 
調査結果 

問 2 【設問項目：地域の環境の現状について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(90)
11.0%

(68)
8.3%

(57)
7.0%

(35)
4.3%

(43)
5.3%

(29)
3.6%

(30)
3.7%

(20)
2.5%

(30)
3.7%

(15)
1.8%

(17)
2.1%

(14)
1.7%

(12)
1.5%

(14)
1.7%

(11)
1.3%

(356)
43.7%

(372)
45.6%

(319)
39.1%

(311)
38.2%

(253)
31.0%

(216)
26.5%

(208)
25.5%

(186)
22.8%

(156)
19.1%

(126)
15.5%

(109)
13.4%

(107)
13.1%

(104)
12.8%

(94)
11.5%

(73)
9.0%

(132)
16.2%

(168)
20.6%

(150)
18.4%

(199)
24.4%

(150)
18.4%

(147)
18.0%

(171)
21.0%

(258)
31.7%

(253)
31.0%

(103)
12.6%

(172)
21.1%

(219)
26.9%

(250)
30.7%

(226)
27.7%

(135)
16.6%

(101)
12.4%

(104)
12.8%

(136)
16.7%

(130)
16.0%

(190)
23.3%

(227)
27.9%

(188)
23.1%

(172)
21.1%

(188)
23.1%

(236)
29.0%

(248)
30.4%

(218)
26.7%

(199)
24.4%

(208)
25.5%

(251)
30.8%

(87)
10.7%

(60)
7.4%

(62)
7.6%

(84)
10.3%

(100)
12.3%

(167)
20.5%

(155)
19.0%

(95)
11.7%

(122)
15.0%

(296)
36.3%

(178)
21.8%

(126)
15.5%

(105)
12.9%

(119)
14.6%

(226)
27.7%

(40)
4.9%

(29)
3.6%

(69)
8.5%

(46)
5.6%

(66)
8.1%

(18)
2.2%

(49)
6.0%

(67)
8.2%

(56)
6.9%

(24)
2.9%

(80)
9.8%

(120)
14.7%

(136)
16.7%

(142)
17.4%

(108)
13.3%

(9)
1.1%

(14)
1.7%

(22)
2.7%

(10)
1.2%

(13)
1.6%

(11)
1.3%

(14)
1.7%

(17)
2.1%

(10)
1.2%

(15)
1.8%

(11)
1.3%

(11)
1.3%

(9)
1.1%

(12)
1.5%

(11)
1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

下水道や合併処理浄化槽の整備が進み、

生活環境が向上している

公害の少ない快適な生活環境が保たれている

廃棄物の安全な処理と、

資源循環型社会の実現が図られている

歴史と文化を活かしたまちづくりを推進し、

美しい景観を保全できている

太陽光発電などの再生可能エネルギーの

普及が図られている

ごみのポイ捨てや不法投棄のない

美しいまちなみを保全できている

公園が快適に利用でき、

身近な緑地が保全されている

防災体制が整備され、

市民の防災意識の向上が図られている

豊かな自然と都市が調和した土地利用ができ、

地域の特徴を生かしたまちづくりができている

誰もが利用しやすい

便利な公共交通網が整備されている

地球温暖化防止のための施策が充実し、

市民への意識高揚が図られている

市内の環境の現状や様々な環境問題に

関する情報の充実が図られている

環境学習や環境保全活動への

参加機会の充実が図られている

地域資源の利用を促進し、

森林資源が有効に循環利用されている

農業の担い手が育成、確保され、

農地が有効に利用されている

そう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない そう思わない わからない 無回答n = 815



- 106 - 

市民意識調査結果（その4） 

設問

番号 
調査結果 

問 3 【設問項目：関心のある環境問題について】 

 

  

(527)
64.7%

(451)
55.3%

(390)
47.9%

(341)
41.8%

(237)
29.1%

(222)
27.2%

(222)
27.2%

(203)
24.9%

(194)
23.8%

(161)
19.8%

(154)
18.9%

(129)
15.8%

(124)
15.2%

(91)
11.2%

(72)
8.8%

(50)
6.1%

(49)
6.0%

(48)
5.9%

(36)
4.4%

(31)
3.8%

(27)
3.3%

(9)
1.1%

(18)
2.2%

0% 20% 40% 60% 80%

地球温暖化

空き家や空き地の増加

ごみの不法投棄やポイ捨て

食品ロスの大量発生

有害鳥獣（イノシシ、ヌートリア、

ニホンジカなど）による農作物被害や人的被害

マイクロプラスチックによる海洋汚染

遊休農地の増加

森林の荒廃

外来生物（オオキンケイギク、セアカゴケグモ、

ヒアリなど）の増加

微小粒子状物質（PM2.5）や

光化学オキシダント等による大気汚染

生活排水や工場排水等による水質汚濁

ごみの野外焼却

オゾン層の破壊

野生生物種の減少

有害化学物質による環境汚染

災害廃棄物の処理

酸性雨

工場や自動車等による大気汚染

工場や自動車等からの騒音・振動

アスベストによる健康被害

工事や事業場等からの悪臭

その他

無回答
n = 815
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市民意識調査結果（その5） 

設問

番号 
調査結果 

問 4 【設問項目：家庭での環境にやさしい行動の実行状況について】 

 

  

(689)
84.5%

(515)
63.2%

(630)
77.3%

(710)
87.1%

(405)
49.7%

(522)
64.0%

(426)
52.3%

(486)
59.6%

(523)
64.2%

(480)
58.9%

(501)
61.5%

(498)
61.1%

(431)
52.9%

(549)
67.4%

(405)
49.7%

(327)
40.1%

(204)
25.0%

(290)
35.6%

(339)
41.6%

(296)
36.3%

(179)
22.0%

(392)
48.1%

(395)
48.5%

(383)
47.0%

(357)
43.8%

(200)
24.5%

(87)
10.7%

(138)
16.9%

(47)
5.8%

(91)
11.2%

(255)
31.3%

(136)
16.7%

(54)
6.6%

(351)
43.1%

(223)
27.4%

(318)
39.0%

(249)
30.6%

(201)
24.7%

(243)
29.8%

(218)
26.7%

(218)
26.7%

(274)
33.6%

(152)
18.7%

(294)
36.1%

(369)
45.3%

(453)
55.6%

(363)
44.5%

(310)
38.0%

(328)
40.2%

(430)
52.8%

(214)
26.3%

(200)
24.5%

(194)
23.8%

(189)
23.2%

(298)
36.6%

(210)
25.8%

(108)
13.3%

(101)
12.4%

(10)
1.2%

(18)
2.2%

(17)
2.1%

(13)
1.6%

(29)
3.6%

(32)
3.9%

(28)
3.4%

(48)
5.9%

(47)
5.8%

(60)
7.4%

(66)
8.1%

(51)
6.3%

(46)
5.6%

(52)
6.4%

(49)
6.0%

(71)
8.7%

(72)
8.8%

(115)
14.1%

(108)
13.3%

(90)
11.0%

(143)
17.5%

(105)
12.9%

(75)
9.2%

(110)
13.5%

(125)
15.3%

(165)
20.2%

(282)
34.6%

(205)
25.2%

(162)
19.9%

(5)
0.6%

(9)
1.1%

(9)
1.1%

(13)
1.6%

(10)
1.2%

(15)
1.8%

(15)
1.8%

(10)
1.2%

(15)
1.8%

(12)
1.5%

(17)
2.1%

(19)
2.3%

(32)
3.9%

(41)
5.0%

(31)
3.8%

(27)
3.3%

(51)
6.3%

(26)
3.2%

(36)
4.4%

(65)
8.0%

(43)
5.3%

(79)
9.7%

(55)
6.7%

(94)
11.5%

(114)
14.0%

(126)
15.5%

(206)
25.3%

(339)
41.6%

(438)
53.7%

(20)
2.5%

(18)
2.2%

(23)
2.8%

(25)
3.1%

(20)
2.5%

(23)
2.8%

(28)
3.4%

(22)
2.7%

(29)
3.6%

(20)
2.5%

(13)
1.6%

(29)
3.6%

(32)
3.9%

(21)
2.6%

(36)
4.4%

(21)
2.6%

(35)
4.3%

(21)
2.6%

(22)
2.7%

(36)
4.4%

(20)
2.5%

(25)
3.1%

(90)
11.0%

(34)
4.2%

(30)
3.7%

(26)
3.2%

(30)
3.7%

(25)
3.1%

(67)
8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみをきちんと分別して出し、

リサイクルにも協力している

電気をこまめに消すなど、

節電に努めている

行楽地などで自分が出したごみは

持ち帰っている

廃食油はそのまま流さないようにしている

使い捨て商品は買わず、

詰め替えできる商品を購入している

生ごみは水切りを十分に行っている

冷房温度を高め、暖房温度を低めにし、

省エネルギーに努めている

期限切れや食べ残し等で、

食品をごみにしないように気をつけている

洗剤を使いすぎないようにしている

家電製品等を買い替える時は、

省エネタイプの製品を選択している

買い物には、マイバッグ等を持参し、

レジ袋を受け取らないようにしている

流しには水切りネットを使い、

汚れのひどい食器は拭いてから洗っている

夏場はクールビズに努めている

家の庭などでごみを燃やさないようにしている

冬場はウォームビズに努めている

買い物で過剰包装を断ったり、メモ等は新聞広告の

裏面を利用するなど、紙ごみの発生抑制に努めている

地場産物を選択して購入している

リサイクルトイレットペーパーなど、

リサイクル商品を購入している

電気・ガス・水道などの使用量を

定期的にチェックしている

身近な自然や生き物とふれあうようにしている

空き缶やごみが落ちていたら、

拾ってごみ箱に入れている

庭やベランダへの植栽や緑のカーテン作りなど、

敷地内の緑化に努めている

自動車に乗る時は、アイドリングストップなど、

エコドライブに努めている

市が設置している古紙類・古着類の

回収ボックスを利用している

風呂の残り湯を再利用するなど、

節水に努めている

近距離の移動には、徒歩か自転車を使っている

フリーマーケットへの参加やアプリの利用など、

不用品の再利用に努めている

生ごみ処理機やコンポスト容器等で

生ごみを堆肥化して有効利用している

通勤・通学を含む外出時には、

なるべく公共交通機関を利用している

いつも行っている たまに行っている 全く行っていないが

今後は行おうと思う

全く行っていないし

今後も行わない

無回答
n = 815
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市民意識調査結果（その6） 

設問

番号 
調査結果 

問 5 【設問項目：地域の環境保全活動や環境学習などへの参加経験・今後の参加意向について】 

①参加経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(412)
50.6%

(372)
45.6%

(215)
26.4%

(170)
20.9%

(128)
15.7%

(97)
11.9%

(96)
11.8%

(84)
10.3%

(81)
9.9%

(76)
9.3%

(76)
9.3%

(359)
44.0%

(400)
49.1%

(558)
68.5%

(599)
73.5%

(640)
78.5%

(669)
82.1%

(674)
82.7%

(685)
84.0%

(684)
83.9%

(689)
84.5%

(692)
84.9%

(44)
5.4%

(43)
5.3%

(42)
5.2%

(46)
5.6%

(47)
5.8%

(49)
6.0%

(45)
5.5%

(46)
5.6%

(50)
6.1%

(50)
6.1%

(47)
5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

資源ごみの集団回収などのリサイクル活動

道路や河川敷のポイ捨てごみの清掃活動などの

環境美化活動

ごみ処理施設などの見学会

花いっぱい運動などの花や木を植える緑化活動

農業体験などの農業振興活動

動物や植物などの観察会

地球温暖化対策やごみの減量などの

環境に関する出前講座

水の学校、森の学校などの環境体験教室

里山などの保全活動

歴史的建造物や文化財などの保護活動

親子エコフェスタなどの環境に関するイベント

ある ない 無回答n = 815

(300)
36.8%

(298)
36.6%

(283)
34.7%

(280)
34.4%

(272)
33.4%

(252)
30.9%

(234)
28.7%

(231)
28.3%

(219)
26.9%

(196)
24.0%

(189)
23.2%

(341)
41.8%

(335)
41.1%

(350)
42.9%

(336)
41.2%

(341)
41.8%

(372)
45.6%

(391)
48.0%

(402)
49.3%

(408)
50.1%

(407)
49.9%

(398)
48.8%

(65)
8.0%

(54)
6.6%

(87)
10.7%

(56)
6.9%

(78)
9.6%

(84)
10.3%

(88)
10.8%

(87)
10.7%

(93)
11.4%

(109)
13.4%

(117)
14.4%

(109)
13.4%

(128)
15.7%

(95)
11.7%

(143)
17.5%

(124)
15.2%

(107)
13.1%

(102)
12.5%

(95)
11.7%

(95)
11.7%

(103)
12.6%

(111)
13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

花いっぱい運動などの花や木を植える緑化活動

道路や河川敷のポイ捨てごみの清掃活動などの

環境美化活動

動物や植物などの観察会

資源ごみの集団回収などのリサイクル活動

ごみ処理施設などの見学会

地球温暖化対策やごみの減量などの

環境に関する出前講座

里山などの保全活動

歴史的建造物や文化財などの保護活動

水の学校、森の学校などの環境体験教室

親子エコフェスタなどの環境に関するイベント

農業体験などの農業振興活動

参加したい あまり参加したいと思わない 参加したくない 無回答n = 815
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市民意識調査結果（その7） 

設問

番号 
調査結果 

問 6 【設問項目：家庭での再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備などの利用状況について】

 

 

問 7 【設問項目：津山市の環境に関する補助金の認知度・活用経験について】 

①認知度 

 

  

(571)
70.1%

(295)
36.2%

(247)
30.3%

(192)
23.6%

(129)
15.8%

(127)
15.6%

(96)
11.8%

(45)
5.5%

(40)
4.9%

(37)
4.5%

(29)
3.6%

(27)
3.3%

(19)
2.3%

(14)
1.7%

(10)
1.2%

(7)
0.9%

(3)
0.4%

(99)
12.1%

(44)
5.4%

(48)
5.9%

(110)
13.5%

(20)
2.5%

(25)
3.1%

(14)
1.7%

(16)
2.0%

(16)
2.0%

(32)
3.9%

(12)
1.5%

(9)
1.1%

(51)
6.3%

(17)
2.1%

(32)
3.9%

(14)
1.7%

(9)
1.1%

(86)
10.6%

(260)
31.9%

(324)
39.8%

(289)
35.5%

(300)
36.8%

(282)
34.6%

(300)
36.8%

(303)
37.2%

(356)
43.7%

(368)
45.2%

(241)
29.6%

(375)
46.0%

(411)
50.4%

(369)
45.3%

(370)
45.4%

(345)
42.3%

(289)
35.5%

(32)
3.9%

(176)
21.6%

(157)
19.3%

(187)
22.9%

(340)
41.7%

(346)
42.5%

(365)
44.8%

(413)
50.7%

(359)
44.0%

(333)
40.9%

(495)
60.7%

(337)
41.3%

(295)
36.2%

(362)
44.4%

(348)
42.7%

(401)
49.2%

(472)
57.9%

(27)
3.3%

(40)
4.9%

(39)
4.8%

(37)
4.5%

(26)
3.2%

(35)
4.3%

(40)
4.9%

(38)
4.7%

(44)
5.4%

(45)
5.5%

(38)
4.7%

(67)
8.2%

(39)
4.8%

(53)
6.5%

(55)
6.7%

(48)
5.9%

(42)
5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LED照明

高効率給湯器

（エコキュート、エコジョーズなど）

断熱窓（複層ガラス、二重窓など）

ハイブリッド自動車

太陽光発電システム

生ごみ処理容器

（コンポスト容器、ぼかし処理容器など）

太陽熱利用システム

雨水貯留タンク

電気式生ごみ処理機

蓄電池

薪ストーブやペレットストーブ

ホームエネルギーマネジメントシステム

（HEMS）

電気自動車

家庭用燃料電池システム（エネファーム）

プラグインハイブリッド自動車

V2H（電気自動車充給電設備）

超小型電気自動車（コムスなど）

利用している 今後利用する予定である 利用する予定はないが

興味はある

今後も利用しない 無回答
n = 815

(332)
40.7%

(280)
34.4%

(248)
30.4%

(223)
27.4%

(178)
21.8%

(443)
54.4%

(490)
60.1%

(527)
64.7%

(541)
66.4%

(601)
73.7%

(40)
4.9%

(45)
5.5%

(40)
4.9%

(51)
6.3%

(36)
4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生ごみ処理容器設置事業補助金

地域材利用新築住宅補助金

生ごみ処理機設置事業補助金

地域材利用住宅リフォーム等材料費補助金

津山市スマートエネルギー導入補助金

知っていた 知らなかった 無回答n = 815
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市民意識調査結果（その8） 

設問

番号 
調査結果 

問 7 ②活用経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8 【設問項目：第 2 次計画の認知度について】 

 

問 9 【設問項目：COOL CHOICEの認知度について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(87)
10.7%

(55)
6.7%

(41)
5.0%

(30)
3.7%

(26)
3.2%

(272)
33.4%

(240)
29.4%

(302)
37.1%

(360)
44.2%

(355)
43.6%

(356)
43.7%

(405)
49.7%

(366)
44.9%

(303)
37.2%

(322)
39.5%

(100)
12.3%

(115)
14.1%

(106)
13.0%

(122)
15.0%

(112)
13.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生ごみ処理容器設置事業補助金

地域材利用新築住宅補助金

生ごみ処理機設置事業補助金

津山市スマートエネルギー導入補助金

地域材利用住宅リフォーム等材料費補助金

活用したことがある 今後活用したい 今後も活用しない 無回答n = 815

内容を知っている
(15)
1.8%

内容はよく知ら

ないが、聞いた

ことがある
(252)
30.9%

聞いたこと

がない
(495)
60.7%

無回答
(53)
6.5%

n = 815

内容を知っている
(27)
3.3%

内容はよく知ら

ないが、聞いた

ことがある
(163)
20.0%

内容はよく知らな

いが、ロゴマーク

を見たことがある
(91)
11.2%

聞いたことが

ないし、ロゴ

マークも見た

ことがない
(511)
62.7%

無回答
(23)
2.8%

n = 815



- 111 - 

市民意識調査結果（その9） 

設問

番号 
調査結果 

問 10 【設問項目：カーボンオフセット商品の認知度について】 

 

問 11 【設問項目：環境情報の発信方法について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容を知っており、

購入したことがある
(12)
1.5%

内容は知っているが、

購入したことはない
(42)
5.2%

内容はよく知らない

が、聞いたことがある
(98)
12.0%

内容はよく知らない

が、認証シールを

見たことがある
(50)
6.1%

聞いたことがないし、

認証シールも見たこ

とがない
(586)
71.9%

無回答
(27)
3.3%

n = 815

(502)
61.6%

(295)
36.2%

(191)
23.4%

(138)
16.9%

(133)
16.3%

(96)
11.8%

(91)
11.2%

(86)
10.6%

(8)
1.0%

(20)
2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

広報誌

地域の回覧板

テレビやラジオ

ポスターやチラシ

SNS（フェイスブック、LINE、

インスタグラムなど）

環境に関する出前講座や

イベントなどの開催

新聞や雑誌

ホームページ

その他

無回答

n = 815
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市民意識調査結果（その10） 

設問

番号 
調査結果 

問 12 【設問項目：重点的に今後進めるべき取り組みについてについて】 

 

  

(362)
44.4%

(357)
43.8%

(248)
30.4%

(219)
26.9%

(185)
22.7%

(180)
22.1%

(177)
21.7%

(174)
21.3%

(163)
20.0%

(142)
17.4%

(131)
16.1%

(126)
15.5%

(126)
15.5%

(124)
15.2%

(112)
13.7%

(103)
12.6%

(96)
11.8%

(94)
11.5%

(92)
11.3%

(87)
10.7%

(87)
10.7%

(79)
9.7%

(70)
8.6%

(47)
5.8%

(47)
5.8%

(30)
3.7%

(25)
3.1%

(25)
3.1%

(17)
2.1%

(23)
2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公共交通機関の利便性向上・利用促進

空き地や空き家の適正管理

ごみのポイ捨てや不法投棄の防止対策

食品ロスの削減

地球温暖化に伴う気候変動への適応策の検討

（熱中症対策や災害対策など）

ごみの分別の徹底・リサイクルの推進

地域や学校における環境教育・環境学習の充実

有害鳥獣（イノシシ、ヌートリア、ニホンジカなど）による

農作物被害や人的被害の防止対策

ごみの減量化の推進

再生可能エネルギーや省エネルギー設備などの

導入に対する補助金制度の拡充

使い捨てプラスチック製品の使用抑制

遊休農地の発生防止・解消

自然や歴史と調和した良好なまちなみの保全

太陽光・バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入推進

森林の適正管理

生活排水対策

市内の環境の現状や環境問題に関する情報発信の拡充

電気自動車などの次世代自動車の普及促進

歴史的・文化的遺産の保全

ごみの野外焼却の防止対策

公害防止対策（大気汚染、騒音・振動、悪臭、水質汚濁など）

外来生物（オオキンケイギク、セアカゴケグモ、ヒアリなど）の

侵入・拡散防止対策

省エネ・省資源などの環境に配慮したライフスタイルへの

転換促進（「COOL CHOICE」の推進など）

希少な野生生物の保護

市民・事業者・市民団体などによる環境保全活動への

支援体制の拡充

市民・事業者・市民団体・津山市の環境に関する

情報交流の場の設置

災害廃棄物の処理体制の構築

有害化学物質対策

その他

無回答

n = 815
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市民意識調査結果（その11） 

設問

番号 
調査結果 

問 13 【設問項目：津山市の将来像について】 

 

  

(452)
55.5%

(278)
34.1%

(267)
32.8%

(213)
26.1%

(199)
24.4%

(190)
23.3%

(183)
22.5%

(119)
14.6%

(89)
10.9%

(71)
8.7%

(64)
7.9%

(58)
7.1%

(56)
6.9%

(49)
6.0%

(43)
5.3%

(8)
1.0%

(15)
1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

みんなが安全・安心・快適に暮らせるまち

空気や水がきれいなまち

みんなが利用しやすい公共交通機関が

確保されたまち

ごみの散乱がないきれいなまち

歴史的・文化的な雰囲気が感じられるまち

美しい景観が良好に保全されたまち

豊かな自然を守り育てるまち

ごみの減量やリサイクルに積極的に取り組むまち

環境にやさしいライフスタイルが浸透したまち

みんなが協働して環境保全に取り組むまち

緑や水辺とふれあえるまち

騒音や振動が少ない静かなまち

環境教育や環境学習に積極的に取り組むまち

省エネルギーや再生可能エネルギーの利用に

率先して取り組むまち

野鳥や草花などの多くの生き物とふれあえるまち

その他

無回答

n = 815
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市民意識調査結果（その12） 

設問

番号 
調査結果 

問 14 【設問項目：津山市の環境保全に関する施策や地域の環境問題などへの意見・要望（自由意見）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

18 

15 

14 

12 

11 

10 

10 

10 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

13 

13 

35 

0 10 20 30 40

公共交通機関

ごみの不法投棄・ポイ捨て

環境情報

ごみの野外焼却

ごみの分別・リサイクル・減量化

道路環境

公園・緑地

河川・水路・池

環境学習

補助金制度

景観

防災

地域活動

下水道

歴史・文化

空き家

ごみの収集

ペットの飼育マナー

農業

外来生物

騒音

有害鳥獣

その他（まちづくり）

その他（アンケート）

その他
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第４節 第５次総合計画の開花プログラムと第２次計画の関連 

第 2 次計画は、津山市第 5 次総合計画を環境面で支える計画であり、第 2 次計画の環

境施策には、同計画を受けて掲げているものが少なくありません。 

津山市第 5 次総合計画は、市民一人ひとりが、可能性を求め挑戦でき、10 年先には希

望に満ちた彩りあふれる花を咲かせるために、愛着と誇りを感じ、住み続けたいと思え

る津山のまちを創造することを基本理念としています。そして、めざすまちの姿を実現

し、市民満足量を増加させるために、5 つの「開花プログラム」（まちづくりの大綱）に

より、まちづくりを進めることとしています。 

第 2 次計画の施策において、これら開花プログラムの環境保全施策に関連するものを

あげると次表のとおりです。 

開花プログラムに関連する第 2 次計画の施策（その 1） 

津山市第 5 次総合計画 第 2 次計画 

開花プログラム 
施策の方向と 

主な取り組み 

ビジョン及び 

サブビジョン 
プロジェクト 

Ⅰ 子育て環境の

充実と人と文化

を育むまちづく

り 

■学校保健及び学

校給食の充実 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

未来を拓く、地産地消の

まち 

①地場産商品を振興します。 

■文化財の保存 

■文化財の活用 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

緑があふれ歴史を感じ

るまち 

③歴史を感じるまちなみを保全

します。 

Ⅱ 健やかで安心

できる支え合い

のまちづくり 

■高齢者が活躍で

きる環境づくり

の推進 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

安全安心で活気あふれ

る楽しいまち 

④地域コミュニティの活性化に

よる地域共生力の向上を図り

ます。 

Ⅲ 雇用の創出と

にぎわいのある

まちづくり 

■農地の多面的機

能の保持 

■地産地消の推進 

【ビジョン】しぜん 

【サブビジョン】 

心のふるさと里山里地

の豊かなまち 

②里地を活かし、保全します。 

■森林の適正な整

備と保全 

■林業の担い手育

成 

■有害鳥獣対策 

■里山の保全 

同上 

①里山を活かし、保全します。 

③里山・里地などの環境について

意識を高めます。 

④森林整備を計画的に行い、森林

の持つ公益的機能の維持・向上

を図ります。 

■未利用間伐材の

搬出と活用 

【ビジョン】しくみ 

【サブビジョン】 

エネルギーや資源の地

産地消を進めるまち 

②地域バイオマス資源の利活用

を推進します。 

③環境関連産業の振興による地

域活性化を推進します。 
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開花プログラムに関連する第 2 次計画の施策（その 2） 

津山市第 5 次総合計画 第 2 次計画 

開花プログラム 
施策の方向と 

主な取り組み 

ビジョン及び 

サブビジョン 
プロジェクト 

Ⅳ 豊かな自然環

境の保全と快適

に暮らせるまち

づくり 

■温暖化防止対策

の推進 

■再生可能エネル

ギーの活用推進 

■省エネルギーの

推進 

【ビジョン】しぜん 

【サブビジョン】 

きれいな空と大地を守

るまち 

⑤空と大地の環境について意識

を高めます。 

【ビジョン】しくみ 

【サブビジョン】 

エネルギーや資源の地

産地消を進めるまち 

①地域資源を活かした再生可能

エネルギーの導入と、エネルギ

ーの効率的利用を推進します。 

       （②、③も関連） 

【ビジョン】しくみ 

【サブビジョン】 

省エネルギーを進める

まち 

①省エネルギーを推進します。 

②省エネルギーの意識向上を図

ります。 

■ごみの減量化・資

源化の推進 

【ビジョン】しくみ 

【サブビジョン】 

ごみを減らし、資源の循

環するまち 

①3R（リデュース、リユース、リ

サイクル）を推進します。 

■生活環境の保全

と美しいまちづ

くり運動の推進 

■空き家の適正管

理の推進 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

安全安心で活気あふれ

る楽しいまち 

③適切に管理されていない空家

の解消を進めます。 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

人と環境にやさしいま

ち 

③誰もが生活しやすい環境をつ

くります。 

【ビジョン】しくみ 

【サブビジョン】 

ごみの落ちていない美

しいまち 

①ごみのポイ捨てや不法投棄を

防止します。 

■緑化の推進と緑

地保全 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

緑があふれ歴史を感じ

るまち 

①身近に潤いを感じるまちづく

りを推進します。 

■汚水処理施設の

整備 

【ビジョン】しぜん 

【サブビジョン】 

川面に吹く風の心地よ

いまち 

①水環境を保全します。 
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開花プログラムに関連する第 2 次計画の施策（その 3） 

津山市第 5 次総合計画 第 2 次計画 

開花プログラム 
施策の方向と 

主な取り組み 

ビジョン及び 

サブビジョン 
プロジェクト 

Ⅴ 災害への備え

と都市機能の充実

したまちづくり 

■歴史資産の保存

と町並み景観の

整備 

■歴史資産の活用

と施設整備 

■景観行政の推進 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

緑があふれ歴史を感じ

るまち 

③歴史を感じるまちなみを保全

します。 

■防災情報伝達シ

ステムの整備 

■防災意識の高揚 

【ビジョン】まち 

【サブビジョン】 

安全安心で活気あふれ

る楽しいまち 

①防災意識の醸成と災害対策を

推進します。 

■自主防犯活動の

推進と暴力団の

排除 

■防犯施設の設置

支援 

■消費生活対策の

推進 

同上 
②防犯意識の醸成と防犯対策を

推進します。 

開花プログラムの

推進方策 

■共創・協働のまち

づくりの推進 

【ビジョン】ひと 

【サブビジョン】 

子どもの時から学び、共

に育つまち 

①環境のことを考えて行動でき

る人づくりを推進します。 

【ビジョン】ひと 

【サブビジョン】 

人や情報が交流するま

ち 

①人と人との交流を推進します。 

②環境情報の発信拠点を整備・運

営します。 

③地域における環境活動のネッ

トワーク化を推進します。 
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第５節 津山市環境政策審議会規則と計画策定経過等 

 

１．津山市環境政策審議会規則 

平成１８年１２月２０日 

津山市規則第７９号 

改正 平成２０年３月２５日規則第２６号 

平成２５年４月１日規則第３３号 

平成２７年４月１日規則第３３号 

平成２８年３月２３日規則第１５号 

平成３０年６月３０日規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，津山市環境基本条例（平成１４年津山市条例第４１号。以下「条例」

という。）第３３条の規定に基づき，津山市環境政策審議会（以下「審議会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長各１人を置き，それぞれ委員の互選によって定める。 

２ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（会議及び議事） 

第３条 審議会は，会長が招集し，その議長となる。 

２ 審議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

４ 審議会の会議において必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その説明又は

意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第４条 審議会は，その所掌事務に係る専門的事項を調査審議するため必要があるときは，

専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は，会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 専門部会に部会長を置き，当該専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は，部務を掌理し，専門部会における調査審議の状況及びその結果を審議会に報

告する。 

５ 前条の規定は，専門部会の会議及び議事について準用する。この場合において，「審議

会」とあるのは「専門部会」と，「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は，環境福祉部環境生活課において処理する。 

（その他） 

第６条 条例及びこの規則に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，会長

が審議会に諮って定める。 

付 則 

（施行期日） 
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１ この規則は，平成１９年１月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この規則による審議会の最初の会議は，第３条第１項の規定にかかわらず，市長が招集

する。 

（津山市環境保全条例施行規則の一部改正） 

３ 津山市環境保全条例施行規則（昭和４９年津山市規則第２２号）の一部を次のように改

正する。 

第１２条から第１６条までを削り，第１７条を第１２条とする。 

様式第１０号中「（第１７条関係）」を「（第１２条関係）」に改める。 

付 則（平成２０年３月２５日規則第２６号） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年４月１日規則第３３号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２７年４月１日規則第３３号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２８年３月２３日規則第１５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成３０年６月３０日規則第３７号） 

この規則は，平成３０年７月１日から施行する。 
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２．津山市環境政策審議会委員名簿（令和2年度～令和3年度） 

 

種別 所属・役職 委員名 備 考 

地域代表 津山市連合町内会 会長 清原 三郎 副会長 

市民団体 
特定非営利法人 エコネットワーク津山 

会員 
万波 桂子  

市民団体 津山市PTA連合会 誠道小学校PTA副会長 灰原 佳典  

事業団体 
公益財団法人岡山県環境保全事業団 

環境学習センター「アスエコ」 所長 
山田 哲弘  

事業団体 津山商工会議所 事務局長 後藤 和哉  

事業団体 
晴れの国岡山農業協同組合 津山女性部 

部長 
赤野 美代子  

事業団体 津山圏域工業会 会長 中村 政弘  

事業団体 津山市森林組合 福田 直樹  

事業団体 
一般社団法人 岡山県建築士会津山支部 

副支部長 
山名 千代  

学識経験者 学校法人美作学園 美作大学 教授 宮地 啓介 会長 

学識経験者 
独立行政法人国立高等専門学校機構 

津山工業高等専門学校 教授 
中村 重之  

関係行政機関 津山市小中学校校長会 会長 池田 忠治  

関係行政機関 津山警察署 生活安全課 課長 島 弘之  

関係行政機関 
岡山県美作県民局 地域政策部環境課 

課長 
木村 英治  
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３．計画策定経過 

 

年度 月 日 内  容 

令 

和 

2 

年 

度 

6月 1日 市民意識調査の調査票の配布及び回収（郵送） 

※令和2年7月6日回収分までを集計対象とした。 

8月17日 令和 2 年度第 1 回津山市環境政策推進本部幹事会 

（１）津山市第2次環境基本計画の中間見直しに伴うアンケート調査

結果について 

8月28日 令和 2 年度第 1 回津山市環境政策推進本部会議 

（１）津山市第2次環境基本計画の中間見直しに伴うアンケート調査

結果について 

9月23日 令和 2 年度第 2 回津山市環境政策推進本部幹事会 

（１）津山市第 2 次環境基本計画【中間見直し版】（素案）について 

10月 7日 令和 2 年度第 2 回津山市環境政策推進本部会議 

（１）津山市第 2 次環境基本計画【中間見直し版】（素案）について 

10月22日 令和 2 年度第 1 回津山市環境政策審議会 

（１）津山市第 2 次環境基本計画【中間見直し版】（素案）について 

11月 2日 津山市第 2 次環境基本計画【中間見直し版】（素案）のパブリックコ

メント実施 

※意見の募集期間：11 月 2 日から 12 月 1 日まで（必着） 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津山市第２次環境基本計画【中間見直し版】 

 

令和３（２０２１）年度 ～ 令和７（２０２５）年度 

 

令和３年 ３月策定 

 

津山市環境福祉部環境生活課低炭素都市推進係 

〒７０８－８５０１ 岡山県津山市山北５２０番地 

TEL（０８６８）３２－２０５１ FAX（０８６８）３２－２１５８ 

E-mail kankyou@city.tsuyama.lg.jp 

URL   https://www.city.tsuyama.lg.jp/ 

 

 

【表紙デザイン原案】岡山県立津山工業高等学校 デザイン科 千原 冴さん 

※津山工業高等学校にて環境授業を行い、本計画の表紙案を募集し採用させていただきました。 
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